
１－４．事故収束活動の体制 ＜「緊急時対応チーム」 その２＞ 4

大飯発電所「緊急時対応チーム」の構成⼈員の役割はそれぞれ定められており、福島第一原子力発電所事
故の経験を踏まえ増強された設備等を使用し、それぞれが事故収束に必要な役割を果たします。

※1 大飯発電所３，４号機再稼動までに配置予定。

重大事故等発生時における初動対応体制※1

※2

※2



２－１．事故収束活動に使用する資機材 ＜発電所の設備・資機材 その１＞
福島第一原子力発電所事故を踏まえ、規制基準は大幅に強化されています。

自然現象に対する考慮

火災に対する考慮

耐震・耐津波性能

内部溢水に対する考慮（新設）

自然現象に対する考慮
（火山･竜巻･森林火災を新設）

火災に対する考慮
（火災対策の強化・徹底）

耐震・耐津波性能

電源の多様化・多重化

意図的な航空機衝突への対応

格納容器破損防止対策

炉心損傷防止対策
（複数の機器の故障を想定）

放射性物質の拡散抑制対策

従来の規制基準 新規制基準（H25.7施行以降）
シビアアクシデントを防止するための設計基準を強化するとともに、万が一、
シビアアクシデントやテロが発生した場合に対処するための基準を新設

炉心損傷は想定せず
（単一故障のみを想定等）

ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策
（事業者の自主保安）
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大規模な放出防止
格納容器損傷防止

（放出抑制・拡散緩和）
第４層

異常発生防止第１層

異常拡大防止第２層

炉心損傷防止
格納容器健全性

維持

著しい炉心
損傷防止

第３層

人的被害防止
環境回復

第５層
※

深層防護

地震対策

津波対策

電源の多様化・

内部火災対策

竜巻対策

外部火災対策

格納容器内
水素対策

冷却手段確保

特定重大事故等
対処施設

＜主な対応例＞
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※原子力災害対策特別措置法により規制されている。



２－２．事故収束活動に使用する資機材 ＜発電所の設備・資機材 その２＞
事故の発生・進展・拡大を防止する対策を何段階にも講じており、個々の設備の多重化多様化を図っています。
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外部電源の強化や、
所内電源を多重化・多様化

使用できない
場合に備え

外部電源
（既設）

非常用ディーゼル
発電機（既設）

空冷式非常用発電装置

電源車

原子炉等を安定的に冷却し、重大事故を防ぐ対策（事故進展防止）
海水取水手段の多様化
故障に備え 使用できない

場合に備え

海水ポンプモーター予備品 大容量ポンプ

炉心の直接冷却手段の多様化
使用できない
場合に備え

可搬式代替低圧注水ポンプ

蒸気発生器への給水手段の多様化

使用できない
場合に備え

中圧ポンプ

万が一、重大事故が発生した場合に備え

万が一の重大事故に対応するた
めの対策（事故拡大防止）

水素濃度低減装置の設置

緊急時対策本部を設置

事故時要員、待機場所、宿泊場所

がれき撤去用重機を
配備

万
が
一
へ
の
さ
ら
な
る
備
え

大規模損壊時の対策

原子炉格納容器の破
損を防止するために必要
な設備を収容するための
施設

※4 特定重大事故等対処
施設は、新規制基準
施行後5年後までに整
備。

原子炉格納容器

16

電源の強化

B 冷却機能の強化

海水ポンプ
（既設）

非常用
炉心冷却
設備（既設）

電動補助給水ポンプ＆
タービン動補助給水ポンプ

（既設）

加圧器
逃がし弁

電源設備（発電機）

減圧操作設備

緊急時制御室

注水設備（ポンプ）

水源

原子炉格納容器
過圧破損防止設備
（フィルタ付ベント）

D

格納容器の水素爆発防止対策

免震事務棟

アクセスルート確保

C

津波への備え

地震への備え

自然現象から発電所を守る備え（事故発生防止）

●配管補強の例
保守的に発電所周辺の断層の
連動性等を評価し、地震想定を
引き上げ、必要箇所には耐震補
強等実施

最大規模の津波を想定し、防潮堤※1等を設置
【高浜発電所の例】 安全上重要な機器を

守る水密扉等を設置
想定を超えた
場合に備え

取水路防潮ゲート（イメージ） 海水ポンプ周りの
防護壁

水密扉

防潮堤※1の設置 【美浜発電所の例】
●若狭湾外海側に防潮堤の設置

外海側

●全周防潮堤設置

内海側 （丹生湾）
海抜＋11.5m

地盤の高さ
海抜＋6m

▼海水面

外海側防潮堤

敷地高

内海側全周防潮堤
海抜＋3.5m

海抜＋6m

防潮堤の高さ
2.5m

▼海水面

防波堤※2の設置 【大飯発電所の例】
●防波堤のかさ上げ 海抜＋8m （かさ上げ後）

海抜＋5m （かさ上げ前）

既設セル補強▼海水面

※1 津波の被害や台風などによる大津波・高潮を防ぐ堤防のことです。
※2 外海からの津波を防ぎ港湾内部を安静に保つとともに、津波の被害から陸を守るため海中に設置された構造物のことです。

飛来物から機器を守るために竜巻対策設備※3を設置
※3 過去の日本最大風速（92m/秒）を上回る、風速100m/秒の竜巻が発生した場合に、

鋼製材（135㎏）が飛来すると想定。

工事後

【上面】
ネットで飛来物の
エネルギーを吸収

【側面】
鋼板で貫通を阻止

森林火災の延焼を防ぐため、発電所施設
周辺の樹木を伐採し、幅18mの防火帯
を確保

1

A

海抜+８.５m

防潮堤の
高さ 約
5.5m

竜巻への備え

外部火災への備え

既設
消波ブロック等

既設セル護岸

工事前

送水車、ホース延長車

緊急時対策所

特定重大事故等対処施設※4
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